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第１編第１３章 

第１３章 検査等 

第１節 中間検査（法第１８条、第３７条） 

 

（中間検査）※宅造区域 

法第１８条 第１２条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛

土等（政令で定める規模のものに限る。）に関する工事が政令で定める工程（以下この

条において「特定工程」という。）を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終

えたときは、その都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、

都道府県知事の検査を申請しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係る工事が第１３条第１項の

規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程

に係る中間検査合格証を第１２条第１項の許可を受けた者に交付しなければならな

い。 

３ 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定によ

る当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができ

ない。 

４ 都道府県は、第１項の検査について、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害を防止す

るために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成若しくは

特定盛土等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、又は特定工程（当該特定

工程後の前項に規定する工程を含む）として条例で定める工程を追加することができ

る。 

５ 都道府県知事は、第１項の検査において第１３条第１項の規定に適合することを認

められた特定工程に係る工事については、前条第１項の検査において当該工事に係る

部分の検査をすることを要しない。 

（中間検査）※特盛区域 

法第３７条 第３０条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等（政令で

定める規模のものに限る。）に関する工事が政令で定める工程（以下この条において「特

定工程」という。）を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、そ

の都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の

検査を申請しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係る工事が第３１条第１項の

規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程

に係る中間検査合格証を第３０条第１項の許可を受けた者に交付しなければならな

い。 

３ 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定によ

る当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができ
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ない。 

４ 都道府県は、第１項の検査について、特定盛土等に伴う災害を防止するために必要

があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等の規模を当該規模未

満で条例で定める規模とし、又は特定工程（当該特定工程後の前項に規定する工程を

含む。）として条例で定める工程を追加することができる。 

５ 都道府県知事は、第１項の検査において第３１条第１項の規定に適合することを認

められた特定工程に係る工事については、前条第１項の検査において当該工事に係る

部分の検査をすることを要しない。 

（中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模）※宅造区域 

政令第２３条 法第１８条第１項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次

に掲げるものとする。 

一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが２メートルを超える崖を生ず

ることとなるもの 

二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが５メートルを超える崖を生ず

ることとなるもの 

三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に

高さが５メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土

（前２号に該当する盛土又は切土を除く。） 

四 第１号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが５メートルを超えるもの 

五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする

土地の面積が３，０００平方メートルを超えるもの 

（特定工程等）※宅造区域 

政令第２４条  法第１８条第１項の政令で定める工程は、盛土をする前の地盤面又は切

土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程とする。 

２ 前項に規定する工程に係る法第１８条第３項の政令で定める工程は、前項に規定す

る排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程とする。 

（中間検査を要する特定盛土等の規模等）※特盛区域 

政令第３２条 法第３７条第１項の政令で定める規模の特定盛土等は、第２３条各号掲

げるものとする。 

２ 法第３７条第１項の政令で定める工程は、第２４条第１項に規定する工程とする。 

３ 前項に規定する工程に係る法第３７条第３項の政令で定める工程は、第２４条第２

項に規定する工程とする。 

（中間検査の申請期間）※宅造区域 

省令第４５条  法第１８条第１項の主務省令で定める期間は、特定工程に係る工事を終

えた日から４日以内とする。 

（中間検査の申請）※宅造区域 

省令第４６条  法第１８条第１項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中
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間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付

して都道府県知事に提出しなければならない。 

（中間検査合格証の様式）※宅造区域 

省令第４７条  法第１８条第２項の主務省令で定める様式は、別記様式第十四とする。 

（中間検査の申請期間）※特盛区域 

省令第７５条 法第３７条第１項の主務省令で定める期間は、第４５条に規定する期間

とする。 

（中間検査の申請）※特盛区域 

省令第７６条 法第３７条第１項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中

間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付

して都道府県知事に提出しなければならない。 

（中間検査合格証の様式）※特盛区域 

省令第７７条 法第３７条第２項の主務省令で定める様式は、別記様式第十四とする。 

 

〈解説〉 

１ 中間検査の概要 

中間検査は、施工後では確認することのできない箇所について行う

検査であり、盛土及び切土の安定性に関わる重要な検査です。 

許可を受けた者は、政令で定める規模の工事（下記２⑴）において、

政令で定める工程（特定工程。下記２⑵。）を含む工事を行ったとき

は、中間検査を受ける必要があります。 

なお、土石の堆積に関する工事は、中間検査の対象外です。 

 

２ 中間検査の対象となる工事 

 中間検査の対象となる工事は、次の⑴及び⑵に該当するものです。

都市計画法に基づく開発許可によるみなし許可の工事も、⑴及び⑵に

該当する場合は、法に基づく中間検査が必要となります。 

⑴ 中間検査を要する工事の規模 

  中間検査を要する工事の規模は次の①～⑤です。 

①盛土高２ｍ超の崖を生ずるもの 

②切土高５ｍ超の崖を生ずるもの 

③盛土と切土を同時に行い高さ５ｍ超の崖を生ずるもの（①、②を

除く。） 

④盛土高５ｍ超となるもの（①、③を除く。） 

⑤盛土又は切土する土地の面積が３，０００㎡超となるもの（①～

④を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなし許可は第10

章を参照 
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⑵ 中間検査の対象となる特定工程 

中間検査は特定工程に対して行うものです。工事に特定工程が含

まれていなければ、中間検査は不要です。 

政令では、造成工事において構造物の安全性に地下水位が大きく

関係することから「盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤

面に排水施設を設置する工事の工程」を中間検査の対象となる特定

工程としています（図１-１３-１）。なお、中間検査合格証の交付

を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係る工事に進むことが

できません。（第１３条第３節 検査等の流れ 参照） 

・特定工程：盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面 

に排水施設を設置する工事 

・特定工程後の工程：排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋 

める工事 

排水施設の種類 

中間

検査

対象 

盛土内の排水施設 盛土内排水工 

暗渠排水工 ○ 

基盤排水層 － 

水平排水層 － 

のり面の排水施設 

地表水排除工 

のり肩排水溝 － 

小段排水溝 － 

縦排水溝 － 

のり尻排水溝 － 

地下水排除工（切土のり面） 
暗渠排水工 ○ 

水平排水孔 － 

 

 

 

 

 

 

図1-13-1 中間検査の対象となる盛土工事のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛土等防災マニュ

アルの解説[Ⅰ]を

参照（p.137）「盛

土の排水施設の概

要図」、一部加工 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛土等防災マニュ

アルの解説[Ⅰ]を

参照（p.140）「暗

渠排水工の基本構

造」、（p.144）「か

ご工による暗渠排

水工の排出口周囲

の保護」 

盛土内の暗渠排水工 
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図1-13-2 中間検査の対象となる切土工事のイメージ 

出典：道路土工 切土工・斜面安定工指針,p.174 

 

３ 中間検査の手続 

 ⑴ 申請 

中間検査は、特定工程を含む工事を終わった日から４日以内に申

請が必要となります。中間検査を申請する場合は、中間検査申請書

（省令別記様式第十三）と検査対象工程に係る工事の内容を明示し

た平面図を提出する必要があります。 

 

 ⑵ 検査方法 

中間検査は現地立合によることを基本としていますが、書類及び

写真又はリアルタイムの映像データを用いた遠隔臨場により、現地

立合と同等の検査が可能な場合は、現地での検査に代えることがで

きるものとします。 

 

 ⑶ 検査項目 

   中間検査は下の表の検査項目の欄に記載した項目について、政

令で定める技術的基準に適合していることを確認します。確認結

果は写真等で記録します。 

なお、下の表の検査密度については、工事の規模に応じて、検

査員が増減をする場合があります。 

 

表1-13-1 地下水排水施設に係る中間検査の項目等 

検査項目 検査密度 検査方法 

①排水管の位置、種類 

 

②排水管の材料、形状 

③排水管の内径寸法 

④排水管の勾配 

40メートル 

につき 

1箇所 

①平面図と照合、写真等に

よる確認 

②材料等の確認 

③内径の計測 

④勾配の計測(延長と深さ) 

 

 

 

申請の期限が土日

祝日にあたる場合

は、翌営業日が期

限となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水施設の技術的

基準は政令第16条

を参照 

 

 

地下水排除工（切土のり面） 
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⑷ 検査時の着眼点 

   排水施設の検査における着眼点は以下のとおりです。 

 

表 1-13-2 中間検査時の着眼点 

共通 

①排水管の配置と規格は計画内容と現地条件を照査して適切

に施工されているか 

②排水管の集水管接続部は適切に処理されているか 

③排水管の集水管端部の土砂流入防止措置は適切か 

盛土 

工事 

④現況地盤からの湧水は適切に処理されているか 

⑤渓流や既設水路等の通過水流は適切に処理されているか 

切土 

工事 

④湧水は適切に処理されているか 

⑤溝掘りは適切に施工されているか 

出典：盛土等防災マニュアルの解説[Ⅱ],p.594 

 

 ⑸ 中間検査合格証の交付と特定工程後の工程の着手 

検査員は、特定工程の工事が、許可内容とおりであるか、法が定

める技術的基準に適合しているかどうかを検査します。 

検査において適合していると認められた場合は、知事は中間検査

合格証を交付します（省令別記様式第十四）。 

中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程

である「排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事」に着手

することはできません。 

 

４ その他 

  中間検査を申請せずに工事を施行した場合等は、監督処分や罰則の

対象になります。 
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第２節 完了検査等（法第１７条、第３６条） 

 

（完了検査等）※宅造区域 

法第１７条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第１２条第１項の許可を受

けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務

省令で定めるところにより、その工事が第１３条第１項の規定に適合しているかどう

かについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第１３条第１項の規定に適合している

と認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第１２条第１項の許可

を受けた者に交付しなければならない。 

３ 第１５条第２項の規定により第１２条第１項の許可を受けたものとみなされた宅地

造成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第３６条第１項の規定による届出

又は同条第２項の規定により交付された検査済証は、当該工事に係る第１項の規定に

よる申請又は前項の規定により交付された検査済証とみなす。 

４ 土石の堆積に関する工事について第１２条第１項の許可を受けた者は、当該許可に

係る工事（堆積した全ての土石を除却するものに限る。）を完了したときは、主務省令

で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除

却が行われたかどうかについて、都道府県知事の確認を申請しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認

めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第１２条第１項の許可を受

けた者に交付しなければならない。 

（完了検査等）※特盛区域 

法第３６条 特定盛土等に関する工事について第３０条第１項の許可を受けた者は、当

該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定める

ところにより、その工事が第３１条第１項の規定に適合しているかどうかについて、

都道府県知事の検査を申請しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第３１条第１項の規定に適合している

と認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第３０条第１項の許可

を受けた者に交付しなければならない。 

３ 第３４条第２項の規定により第３０条第１項の許可を受けたものとみなされた特定

盛土等に関する工事に係る都市計画法第３６条第１項の規定による届出又は同条第２

項の規定により交付された検査済証は、当該工事に係る第１項の規定による申請又は

前項の規定により交付された検査済証とみなす。 

４ 土石の堆積に関する工事について第３０条第１項の許可を受けた者は、当該許可に

係る工事（堆積した全ての土石を除却するものに限る。）を完了したときは、主務省令

で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除

却が行われたかどうかについて、都道府県知事の確認を申請しなければならない。 
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５ 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認

めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第３０条第１項の許可を受

けた者に交付しなければならない。 

（完了検査の申請期間）※宅造区域 

省令第３９条  法第１７条第１項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から４

日以内とする。 

（完了の検査の申請）※宅造区域 

省令第４０条  法第１７条第１項の検査を申請しようとする者は、別記様式第九の完了

検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

（検査済証の様式）※宅造区域 

省令第４１条  法第１７条第２項の主務省令で定める様式は、別記様式第十とする。 

（確認の申請期間）※宅造区域 

省令第４２条  法第１７条第４項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から４

日以内とする。 

（確認の申請）※宅造区域 

省令第４３条  法第１７条第４項の確認を申請しようとする者は、別記様式第十一の確

認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

（確認済証の様式）※宅造区域 

省令第４４条  法第１７条第５項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。 

（完了検査の申請期間）※特盛区域 

省令第６９条 法第３６条第１項の主務省令で定める期間は、第３９条に規定する期間

とする。 

（完了検査の申請）※特盛区域 

省令第７０条 法第３６条第１項の検査を申請しようとする者は、別記様式第九の完了

検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

（検査済証の様式）※特盛区域 

省令第７１条 法第３６条第２項の主務省令で定める様式は、別記様式第十とする。 

（確認の申請期間）※特盛区域 

省令第７２条 法第３６条第４項の主務省令で定める期間は、第４２条に規定する期間

とする。 

（確認の申請）※特盛区域 

省令第７３条 法第３６条第４項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十一の確

認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

（確認済証の様式）※特盛区域 

省令第７４条 法第３６条第５項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。 
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〈解説〉 

１ 完了検査等の概要 

土地の形質の変更に関する工事を完了したときは完了検査を、土

石の堆積に対する工事を完了したときは確認を受ける必要がありま

す。 

土地の形質の変更に関する工事の完了検査では、当該工事が許可

の内容や技術的基準に適合していることを確認し、問題なければ検

査済証を交付します。しかし、許可申請の内容と相違があった場合

等は、検査結果は不合格となります。 

土石の堆積に関する工事については、土石の除却が完了をしたこ

とを確認し、問題がなければ確認済証を交付します。 

 

２ 開発許可によるみなし許可の工事 

都市計画法に基づく開発許可により許可を受けたとみなされた工

事については、都市計画法第３６条による検査済証をもって盛土規

制法による完了検査済証を交付したものとみなすため、盛土規制法

の完了検査を受検する必要はありません。 

 

 

 

 

中間検査で合格証が

交付された工事範囲

については、完了検

査の確認は不要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 完了検査の手続 

⑴ 申請 

  完了検査・確認は、工事が完了した日から４日以内に申請が必

要となります。土地の形質の変更に関する工事の完了検査を申請

する場合は、完了検査申請書（省令別記様式第九）を提出する必

要があります。土石の堆積に関する工事の確認を申請する場合は、

確認申請書（省令別記様式第十一）を提出する必要があります。 

 

⑵ 検査方法 

  完了検査は、現地立会によることを基本としていますが、書類

及び写真又はリアルタイムの映像データを用いた遠隔臨場によ

り、現地立合と同等の検査が可能な場合は、現地での検査に代え

ることができるものとします。 

 

⑶ 検査項目 

   土地の形質の変更に関する完了検査は表１-１３-３の項目に

ついて、申請内容や技術的基準に適合していることを確認しま

す。検査は、現地での計測や目視による確認のほか、施工状況の

書類（図面や写真等）により確認します。 

 

 

 

 

申請期限が土日祝

日に当たる場合は、

翌営業日が期限とな

ります。 
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   なお、中間検査を受検し合格証を交付された工事範囲について

は、完了検査での確認は行いません。 

 

 ⑷ 検査済証、確認済証の交付 

   検査、確認おいて問題ない場合は、知事は検査済証（省令別記

様式第十）、確認済証（省令別記様式第十二）を交付します。 

 

４ 部分検査 

  土地の形質の変更に関する工事が全て完了していない場合でも部

分検査を行うことができます。 

部分検査は、対象区間ごとに検査申請を受け、検査済証を交付しま

す。なお、許可対象の盛土等の計画が変更されているわけではないた

め、変更許可申請は不要です。 

 

５ その他 

⑴ 完了検査前の建築物工事 

法に係る完了検査を申請する前に、あるいは検査済証の交付を

受ける前に、建築物の工事に着手することは、法では制限してい

ないため、完了検査を受けることに支障がない範囲であれば可能

です。 

 

 ⑵ 監督処分等 

   完了検査等を申請しない場合は、監督処分や罰則の対象になり

ます。 
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表 1-13-3 完了検査の項目等 

 
出典：盛土等防災マニュアルの解説[Ⅱ]一部加工,p.600 
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第3節 検査等の流れ 

 

〈解説〉 

土地の形質の変更に関する検査（中間、完了）又は土石の堆積に関

する除却の確認（以下「検査等」という。）の受検の流れは以下のと

おりです。 

 

検査日の調整 
検査等の申請に先立ち、担当者と日

程調整を行ってください 

↓  

検査の申請 

検査等の対象となる工事が完了し

た日から４日以内に書面による検

査等の申請を行ってください 

↓  

検査の受検 

指定された検査項目、確認方法によ

り検査等を受けてください。許可申

請内容と相違がある場合は不合格

となります 

↓  

中間検査合格証・ 

検査済証等の交付 

検査に合格又は除却の確認完了後、

中間検査合格証、検査済証又は確認

済証を交付します 

 

特定工程がある場合は、中間検査の対象となります。 

中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係

る工事に進むことができません。 

 

 

 

検査における留意点

については、「宅地

造成及び特定盛土等

規制法に基づく完

了・中間検査につい

て（埼玉県）」を参照し

てください。 

県ホームページから

ダウンロードできま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


